
翻
訳

「
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
第
一
修
正
」

ダ
ニ
エ
ル
・
Ａ
・
フ
ァ
ー
バ

（
１
）

ー
翻
訳

辻

雄
一
郎

本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
度
駿
河
台
法
学
会
に
お
け
る
講
演
を
日
本
語
に
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

�．

導
入

諸
政
府
が
存
在
し
て
以
降
、
政
府
は
権
限
を
行
使
し
て
敵
対
者
を
抑
圧
し
、
批
判
者
を
黙
ら
せ
て
き
た
。
確
立
し
た
秩
序
の
敵
に
向

け
ら
れ
る
寛
容
さ
は
、
言
論
の
自
由
の
た
め
に
厳
格
に
審
査
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
革
命
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
言
論
の
自
由
を
保
護
し

て
、
反
対
者
の
言
論
―
暴
力
を
唱
導
す
る
も
の
で
す
ら
―
を
支
持
す
る
と
い
う
最
初
の
連
邦
憲
法
を
持
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
裁
判

所
に
よ
っ
て
憲
法
上
の
保
護
が
与
え
ら
れ
て
き
た
の
は
今
世
紀
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
皮
肉
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

今
日
、
ど
れ
だ
け
危
険
で
非
民
主
主
義
的
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
思
想
で
あ
っ
て
も
、
思
想
を
禁
止
す
る
権
限
を
政
府
は
有
し
な
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い
、
と
い
う
憲
法
の
基
本
的
な
原
理
を
連
邦
最
高
裁
は
認
識
し
て
い
る
。

九
・
一
一
の
テ
ロ
以
降
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
力
強
い
対
抗
的
措
置
を
講
じ
た
。
こ
れ
ら
の
対
抗
措
置
の
い
く
つ
か
は
、
テ
ロ
の
被
疑

者
を
勾
留
し
た
り
、
軍
事
裁
判
所
で
審
理
し
た
り
し
て
、
市
民
的
自
由
に
つ
い
て
深
刻
な
問
題
を
惹
起
（
２
）

し
た
。
本
原
稿
で
は
、
第
一
修

正
の
権
利
―
言
論
、
プ
レ
ス
、
人
的
結
合
体
と
宗
教
の
自
由
が
「
恐
怖
に
対
す
る
闘
い
（w

ar
against

terror

）」
の
文
脈
で
憲
法
上

の
保
護
を
十
分
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
。

第
二
部
は
、
暴
力
の
唱
導
を
含
め
て
、
政
治
的
に
極
端
な
意
見
を
有
す
る
者
に
対
し
て
、
連
邦
憲
法
の
保
護
の
発
展
を
辿
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
基
礎
知
識
を
提
供
す
る
。
こ
の
原
稿
の
残
り
で
、
テ
ロ
や
そ
れ
と
関
係
す
る
展
開
を
抑
圧
す
る
努
力
に
よ
っ
て
、
ど
れ
だ
け

第
一
修
正
が
衝
撃
を
受
け
て
き
た
の
か
を
検
討
す
る
。

ア
メ
リ
カ
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
中
で
も
極
端
な
形
態
に
つ
い
て
の
意
見
を
聴
い
て
も
ら
え
る
機
会
は
潜
在
的
に
見
て
少
な
く
、
国

内
で
の
暴
力
の
刺
激
に
つ
い
て
の
恐
怖
は
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
基
本

的
な
第
一
修
正
の
自
由
は
こ
れ
ま
で
九
・
一
一
以
降
、
深
刻
に
脅
か
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
概
し
て
、
第
一
修
正
の
自
由
の
厳
重
な
保

護
は
、
些
細
な
修
正
し
か
経
験
し
て
い
な
か
っ
た
。

�．

反
政
府
言
論
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
連
邦
憲
法
上
の
保
護
の
展
開

Ａ．

現
代
の
第
一
修
正
の
理
論
の
起
源

第
一
修
正
は
、
一
八
世
紀
に
ま
で
遡
る
が
、
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
裁
判
所
は
深
刻
に
熟
考
し
て
こ
な
か
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
一

九
一
七
年
ス
パ
イ
防
止
法
に
関
係
す
る
反
政
府
的
な
言
論
に
つ
い
て
第
一
修
正
の
問
題
に
直
面
し
は
じ
（
３
）

め
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
第
一

（
一
一
六
）
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次
世
界
大
戦
中
、
ス
パ
イ
防
止
法
を
広
範
に
適
用
し
た
。
例
え
ば
、
愛
国
心
は
悪
で
あ
る
と
記
述
し
た
本
を
発
送
し
た
行
為
が
起
訴
さ

れ
た
。
そ
の
本
は
、
兵
士
や
海
兵
の
人
生
が
戦
争
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
価
値
が
あ
る
の
か
、
を
問
う
て
（
４
）

い
た
。
有
罪
判
決
を
支
持
し

て
、
連
邦
控
訴
第
九
巡
回
裁
判
所
は
、「
戦
争
の
遂
行
さ
れ
る
た
め
の
大
義
を
攻
撃
し
、
忠
誠
心
を
崩
す
」
行
為
は
本
法
に
違
反
す
る

の
に
十
分
で
あ
る
と
述
（
５
）

べ
た
。

連
邦
最
高
裁
は
ス
パ
イ
防
止
法
も
広
範
に
適
用
し
た
。Schenk

v.
U
nited

（
６
）

States

（
以
下
、
シ
ェ
ン
ク
）
に
お
い
て
、
被
告
は

徴
兵
制
が
第
十
三
修
正
に
違
反
し
て
い
る
と
主
張
し
て
、
徴
兵
の
年
齢
に
達
し
た
男
性
に
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
て
き
た
。
ホ
ー
ム

ズ
裁
判
官
が
法
廷
意
見
を
執
筆
し
た
。
彼
は
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
「
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
意
図
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
も
そ
も
送
付
さ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
徴
兵
の
実
行
を
妨
害
す
る
影
響
を
除
い
て
、
徴
兵
の
対
象
と
な
る
人
に
対
し
て
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
を
我
々
は
検
（
７
）

討
し
」
な
い
。

ホ
ー
ム
ズ
は
、
通
常
時
で
あ
れ
ば
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
第
一
修
正
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
だ
ろ
う
、
と
認
め
た
。
し
か
し
、
文
脈
が
決

定
的
で
あ
る
。「
言
論
の
自
由
の
最
も
厳
格
な
保
護
は
、
劇
場
の
中
で
火
事
だ
と
誤
っ
て
叫
ん
で
、
パ
ニ
ッ
ク
を
引
き
起
こ
す
人
に
は

及
ば
な
い
だ
（
８
）

ろ
う
」
と
述
べ
た
。

シ
ェ
ン
ク
に
お
い
て
、
ホ
ー
ム
ズ
は
、
第
一
修
正
の
新
し
い
テ
ス
ト
を
宣
言
し
た
。
ホ
ー
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
問
題
は
「
使
わ
れ
た
言

葉
が
当
該
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
性
質
が
明
白
で
現
在
の
危
険
を
惹
起
し
、
実
質
的
な
害
悪
を
将
来
、
発
生
さ
せ
る
場
合
、
連
邦
議
会

は
未
然
に
防
ぐ
権
限
を
有
（
９
）

す
る
」
で
あ
る
。
こ
の
テ
ス
ト
は
、
後
に
、
言
論
の
自
由
の
重
要
な
保
護
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
シ
ェ
ン
ク

で
は
、
検
閲
を
正
当
化
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
た
。

一
九
一
九
年
は
、
第
一
修
正
の
原
理
の
展
開
に
お
い
て
偉
大
な
転
換
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
の
多
数
派
が
言
論
の
自
由

に
つ
い
て
、
現
実
の
保
護
を
与
え
る
の
に
準
備
す
る
ま
で
に
か
な
り
の
時
間
が
掛
け
ら
れ
た
だ
ろ
う
が
、
初
め
て
、
力
強
い
反
対
者
の
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声
が
上
げ
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
反
対
者
の
見
解
がA

bram
s
v.
U
nited

（
１０
）

States

（
以
下

エ
イ
ブ
ラ
ム
ズ
）
で
あ
ら
わ
れ
た
。
被
告
ら
は
、
ロ
シ
ア
に

対
す
る
連
合
軍
の
侵
攻
を
批
判
し
た
こ
と
で
ス
パ
イ
防
止
法
に
違
反
し
た
、
と
起
訴
さ
れ
た
。
被
告
ら
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
オ
フ
ィ

ス
ビ
ル
の
窓
か
ら
ば
ら
ま
か
れ
た
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
ド
イ
ツ
に
対
し
て
、
で
は
な
く
ロ
シ
ア
に
対
し
て
軍
事
物
資
が
提
供
さ
れ
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
と
労
働
者
た
ち
に
警
告
し
て
い
た
。
多
数
意
見
が
有
罪
判
決
を
支
持
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

「
彼
ら
の
意
図
し
、
彼
ら
の
行
為
の
惹
起
し
よ
う
と
し
た
効
果
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
（
１１
）

な
い
」
と
い
う
。

た
と
え
彼
ら
の
主
要
な
目
的
が
ド
イ
ツ
で
は
な
く
ロ
シ
ア
の
ボ
ル
シ
ェ
ビ
キ
を
幇
助
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
っ

て
軍
事
物
資
の
生
産
が
妨
害
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

ホ
ー
ム
ズ
は
、
こ
の
理
由
づ
け
を
拒
絶
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
連
邦
議
会
は
「
国
家
の
精
神
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
い
か
な
る
努
力

を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
確
か
な
」
こ
と
で
あ
り
、「
見
知
ら
ぬ
人
が
愚
か
な
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
内
密
に
出
版
す
る
行
為

に
つ
い
て
、
い
か
な
る
差
し
迫
っ
た
危
険
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
と
は
だ
れ
も
思
わ
な
い
だ
（
１２
）

ろ
う
」。
そ
れ
か
ら
ホ
ー
ム
ズ
は
、
言
論
の

自
由
に
つ
い
て
、
感
動
さ
せ
る
防
御
策
を
執
筆
し
た
。

「
時
間
に
よ
っ
て
、
多
く
の
競
合
す
る
信
念
が
覆
る
こ
と
を
人
々
が
知
っ
た
と
き
、
思
想
の
自
由
な
取
引
に
よ
っ
て
、
究
極
の
望

ま
し
い
善
に
優
れ
て
到
達
す
る
と
い
う
、
人
々
の
行
為
の
ま
さ
に
根
幹
を
一
層
信
じ
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
真
実
の
最
良

の
テ
ス
ト
は
、
市
場
の
競
争
に
よ
っ
て
自
ら
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
思
想
の
力
で
あ
り
、
彼
ら
の
願
い
が
平
穏
に
運
ば
れ
う
る
と
い
う

根
拠
に
の
み
真
実
は
存
在
し
て
（
１３
）

い
る
。」

ホ
ー
ム
ズ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
法
律
の
遵
守
に
即
座
に
介
入
し
、
法
の
目
的
を
圧
迫
す
る
の
で
国
を
救
う
た
め
に
差
し

迫
っ
た
検
査
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
場
合
を
除
い
て
、
我
々
の
忌
み
嫌
い
、
死
を
は
ら
む
と
信
じ
る
意
見
の
表
明
を
検
査
し
よ
う
と
す

（
一
一
八
）
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る
試
み
に
対
し
て
、
常
に
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
（
１４
）

な
い
」。
ホ
ー
ム
ズ
の
反
対
意
見
に
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
が
同
調
し
た
。
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス

は
、W

hitney
v.

（
１５
）

C
alifornia

（
以
下
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
）
で
言
論
の
自
由
に
つ
い
て
も
う
一
つ
の
主
要
な
主
張
を
執
筆
し
た
。

ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
と
ホ
ー
ム
ズ
は
す
ぐ
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
後
、
ア
メ
リ
カ
で
の
ボ
ル
シ
ェ
ビ
キ
革
命
の
思

想
に
国
家
が
パ
ニ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
た
間
、「
赤
狩
り
」
が
起
こ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
二
五
年
、
連
邦
最
高
裁
は
、
無
政
府
主
義

の
唱
導
を
禁
止
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
に
合
憲
判
断
を
下
（
１６
）

し
た
。
労
働
者
革
命
を
唱
導
す
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
出
版
を
幇
助
し
た
こ

と
が
本
法
に
違
反
す
る
と
判
断
さ
れ
た
。
連
邦
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、「
組
織
さ
れ
た
政
府
の
打
倒
を
刺
激
す
る
発
言
」
は
制
裁
を
受
け

う
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
「
革
命
の
た
っ
た
一
つ
の
火
花
が
炎
を
た
き
つ
け
、
時
間
を
経
て
、
く
す
ぶ
り
、
広
範
で
破
壊
的
な
大
火
災

に
燃
え
上
が
る
か
も
し
れ
（
１７
）

な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
第
一
修
正
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ホ
ー
ム
ズ
に
よ
る
別
の
強
い
反
対
意
見
の
主
題

と
な
っ
た
。

し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
の
見
解
は
変
化
し
は
じ
め
て
い
た
。
た
と
え
ば
、T

erm
iniello

v.

（
１８
）

C
hicago

（
以
下
、
タ
ー
ミ
ネ
ー
ロ
）

で
は
、
ひ
ど
く
込
み
合
っ
た
群
衆
場
面
だ
と
反
対
意
見
に
よ
っ
て
形
容
さ
れ
た
騒
然
と
し
た
公
的
集
会
で
、
耳
障
り
な
右
翼
派
の
話
者

の
有
罪
判
決
を
審
査
し
た
。
初
期
の
事
件
で
客
観
的
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
き
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
比
べ
て
言
論
は
は
る
か
に
写
実
的

で
あ
っ
た
。
通
り
に
匿
名
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
窓
か
ら
ば
ら
ま
く
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
抗
議
者
に
囲
ま
れ
た
建
物
の
中
で
、
話
者

は
怒
る
群
衆
に
対
し
て
訴
え
て
い
た
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
は
有
罪
判
決
を
破
棄
し
た
。
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、

も
し
言
論
が
「
人
々
の
怒
り
に
拍
車
を
か
け
、
公
衆
を
論
争
に
招
き
、
不
穏
な
状
態
を
惹
起
（
１９
）

す
る
」
な
ら
有
罪
で
あ
る
と
陪
審
に
説
示

し
て
い
た
点
に
注
目
し
た
。
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
自
由
な
言
論
の
機
能
の
一
つ
は
、
論
争
を
招
く
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
不
穏
な
状
態
を
惹
起
し
、
現
状
に
不
満
を
つ
く
り
だ
し
、
人
々
の
怒
り
に
拍
車
を
掛
け
る
場
合
に
、
言
論
の
自
由
の
高
い
（
２０
）

目
的
」
に

資
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、「
公
衆
の
不
安
定
さ
、
い
ら
だ
ち
、
不
穏
さ
を
越
え
て
深
刻
な
実
質
的
な
害
悪
を
惹
起
す
る
明
白
か
つ
現
在
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の
危
険
を
生
み
だ
す
可
能
性
が
立
証
さ
れ
な
い
（
２１
）

限
り
」、
言
論
の
自
由
は
保
護
さ
れ
る
。
法
の
広
範
な
文
言
に
よ
っ
て
有
罪
と
な
る
か

ど
う
か
を
被
告
は
あ
ら
か
じ
め
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
特
定
の
状
況
が
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
を
構
成
す
る
の
だ
か
ら
、
有

罪
判
決
は
維
持
で
き
な
か
っ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
以
降
、
連
邦
最
高
裁
の「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」の
テ
ス
ト
の
利
用
方
法
は
変
化
し
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
東
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
へ
の
厳
し
い
支
配
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
そ
し
て
経
済
的
不
安
、
ロ
シ
ア
の
核
兵
器
保
有
は
全
て
結
び
つ
き
、
共
産
主
義

の
侵
略
と
い
う
新
た
な
恐
怖
の
引
き
金
と

（
２２
）

な
っ
た
。

D
ennis

v.
U
nited

（
２３
）

States

（
以
下
、
デ
ニ
ス
）
は
、
ス
ミ
ス
法
に
従
い
、
共
産
党
の
指
導
者
に
対
す
る
有
罪
判
決
を
支
持
し
た
。

本
法
は
、
暴
力
に
よ
っ
て
政
府
を
打
倒
す
る
こ
と
を
唱
導
す
る
行
為
を
違
法
と
規
定
し
た
。
多
数
意
見
は
存
在
し
な
い
。
ビ
ン
ソ
ン
主

席
裁
判
官
が
ひ
と
つ
の
意
見
を
執
筆
し
て
、
他
の
裁
判
官
が
個
別
の
見
解
に
つ
い
て
同
意
意
見
を
執
筆
し
た
。
彼
ら
の
様
々
な
意
見
の

文
言
の
示
し
て
い
る
の
は
、
将
来
の
革
命
の
害
悪
は
あ
ま
り
に
深
刻
な
の
で
、
そ
の
蓋
然
性
を
増
加
さ
せ
る
場
合
、
い
か
な
る
言
論
も

制
裁
の
対
象
に
な
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
言
論
と
将
来
の
害
悪
と
の
間
隙
は
、
政
府
を
打
倒
す
る
刑
事
上
の
謀

議
に
よ
っ
て
架
橋
さ
れ
、
言
論
は
謀
議
の
実
行
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

Ｂ．

違
法
行
為
の
唱
導
に
対
す
る
現
代
憲
法
の
取
り
組
み

十
年
後
のB

randenburg
v.

（
２４
）

O
hio

（
以
下
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
）
の
判
決
で
違
法
行
為
の
唱
導
に
つ
い
て
の
現
在
の
テ
ス
ト
が

宣
言
さ
れ
る
ま
で
、
デ
ニ
ス
は
混
乱
を
残
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
次
の
ル
ー
ル
を
確
立
し
た
。「
法
律
違
反
や
暴
力
の
利
用
の
唱
導

が
、
切
迫
し
た
違
法
行
為
を
惹
起
あ
る
い
は
実
行
さ
せ
る
行
為
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
行
為
が
実
行
さ
れ
る
だ
ろ
う
場
合
を
除
い

て
、
自
由
な
言
論
と
自
由
な
プ
レ
ス
の
憲
法
上
の
保
障
は
、
法
律
違
反
や
暴
力
の
利
用
の
唱
導
を
禁
止
す
る
権
限
を
政
府
に
認
め
（
２５
）

な
い
」。

（
一
二
〇
）
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従
っ
て
、
暴
力
の
唱
導
は
次
の
二
つ
の
場
合
に
制
裁
が
科
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
一
に
、
違
法
行
為
を
即
座
に
実
行
す
る
こ
と
に

暴
力
の
唱
導
が
向
け
ら
れ
て
お
り
、
第
二
に
、
そ
の
行
為
の
実
行
さ
れ
る
可
能
性
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
の

テ
ス
ト
は
、
過
去
の
判
決
で
使
わ
れ
た
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
の
テ
ス
ト
を
類
型
化
し
た
。

そ
の
後
の
事
件
は
こ
の
取
り
組
み
を
維
持
す
る
。H

ess
v.

（
２６
）

Indiana

（
以
下
、
ヘ
ス
）
で
連
邦
最
高
裁
は
、「
こ
の
く
そ
通
り
を
（
将

来
再
び
）
い
た
だ
（
２７
）

く
ぜ
」
と
い
う
反
戦
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
人
の
有
罪
判
決
を
破
棄
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
こ
の

発
言
は
、「
将
来
に
い
ず
れ
か
の
時
点
に
お
い
て
、
違
法
行
為
の
（
２８
）

唱
導
」
の
程
度
に
至
る
と
判
断
し
た
。
証
拠
に
よ
れ
ば
、
彼
の
発
言

は
、
い
か
な
る
集
団
に
明
白
に
向
け
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は
絶
叫
で
あ
り
、
彼
の
発
言
が
切
迫
し
た
無
秩
序
を
惹
起
す
る
意
図
あ
る
い

は
可
能
性
に
つ
い
て
証
拠
を
欠
く
以
上
、
彼
の
発
言
は
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
。

N
A
A
C
P
v.C
laiborne

H
ardw

are
（
２９
）
C
o
.

（
以
下
、N

A
A
C
P

）
で
も
同
様
に
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
の
町
の
白
人
商
業
者
に
対
す
る

N
A
A
C
P

の
不
買
運
動
に
関
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
不
買
運
動
の
過
程
で
、N

A
A
C
P

の
構
成
員
の
一
人

が
公
的
な
演
説
で
「
も
し
、
君
た
ち
の
誰
か
が
差
別
主
義
者
の
店
に
入
る
な
ら
、
そ
い
つ
を
捕
ま
え
て
首
を
へ
し
お
る
だ
（
３０
）

ろ
う
」
と
述

べ
て
い
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
発
言
は
、
本
質
的
に
不
買
運
動
を
支
持
す
る
た
め
に
群
衆
の
気
持
ち
を
高
ぶ
ら
せ
る
訴
え
で
あ
り
、
使

わ
れ
た
言
葉
は
非
常
に
強
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
も
し
、
発
言
後
に
違
法
行
為
が
続
け
ば
、
話
者
の
責
任
を
問
う
か
ど

う
か
と
い
う
実
質
的
な
問
題
が
浮
上
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、
暴
力
行
為
だ
け
が
数
週
間
後
あ
る
い

は
数
カ
月
後
に
現
実
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
責
任
は
問
わ
れ
な
い
。
唱
導
者
は
、
自
分
の
言
葉
の
重
み
を
注
意
深
く
測
る
こ
と
な
く
、

自
発
的
で
感
情
的
な
訴
え
を
自
由
に
で
き
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
訴
え
は
、
切
迫
し
た
違
法
行
為
を
即
座
に
促
さ
な
い
場
合
、

保
護
さ
れ
た
言
論
で
あ
る
。

総
合
的
に
、
前
世
紀
で
は
、
政
治
的
に
極
端
な
見
解
や
暴
力
を
唱
導
す
る
人
々
の
言
論
に
強
い
保
護
を
与
え
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
し
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か
し
な
が
ら
、
特
定
の
時
点
、
言
論
と
違
法
行
為
の
間
の
結
び
つ
き
は
あ
ま
り
に
強
く
な
り
す
ぎ
る
場
合
に
違
法
で
あ
る
と
判
断
さ
れ

た
。N

oto
v.
U
nited

（
３１
）

States

（
以
下
、
ノ
ト
）
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、「
理
論
、
道
徳
的
礼
儀
作
法
や
暴
力
に
訴
え
る
道
徳

的
必
要
性
の
教
示
を
単
に
抽
象
的
に
教
示
す
る
行
為
は
、
集
団
が
暴
力
的
行
為
を
準
備
し
て
実
行
に
移
す
も
の
と
同
視
で
き
（
３２
）

な
い
」
と

い
う
。
ブ
ラ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
と
そ
の
後
の
事
件
は
、
政
府
の
介
入
す
る
ま
で
に
、
そ
の
結
び
つ
き
が
か
な
り
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
一
修
正
に
つ
い
て
の
多
様
な
意
見
に
関
わ
ら
ず
、
意
見
の
一
致
し
た
分
野
も
存
在
す
る
。
お
よ
そ
三
十
年
前
ま
で
、
言
論
の
自
由

に
つ
い
て
最
も
論
争
を
招
く
争
点
は
、
確
立
さ
れ
た
秩
序
を
打
倒
す
る
か
も
し
れ
な
い
過
激
主
義
を
抑
圧
で
き
る
権
限
を
政
府
は
有
し

て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
問
題
は
、
今
日
で
は
明
ら
か
に
解
決
さ
れ
て
い
る
の
で
、
現
在
の
法
理
を
吟
味
す
る
の
に
数

ペ
ー
ジ
し
か
必
要
で
な
い
。
違
法
行
為
の
唱
導
に
か
な
り
の
程
度
の
保
護
を
提
供
す
る
ブ
ラ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
の
テ
ス
ト
は
合
意
に
至
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

極
端
な
見
解
に
つ
い
て
の
強
い
保
護
を
与
え
る
こ
の
姿
勢
は
テ
ロ
の
時
代
に
お
い
て
も
生
存
可
能
だ
ろ
う
か
？
本
稿
の
残
り
で
、
言

論
の
自
由
、
結
社
の
自
由
、
信
教
の
自
由
が
九
・
一
一
以
降
ア
メ
リ
カ
で
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
き
た
の
か
、
を
検
討
す
る
。

�．

テ
ロ
リ
ズ
ム
を
促
進
あ
る
い
は
唱
導
す
る
言
論

イ
ギ
リ
ス
で
は
、「
公
衆
の
構
成
員
の
全
員
あ
る
い
は
数
名
に
対
し
て
テ
ロ
を
犯
す
行
為
の
直
接
的
、
間
接
的
な
奨
励
、
誘
導
す
る

と
理
解
さ
れ
る
言
論
を
（
３３
）

出
版
」
す
る
こ
と
は
犯
罪
と
さ
れ
る
。
本
法
は
、
広
範
に
適
用
さ
れ
、
例
え
ば
、
殉
死
を
賛
美
す
る
詩
も
対
象

と
（
３４
）

な
る
。
本
法
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
に
照
ら
し
て
解
釈
す
れ
ば
、
第
一
修
正
に
違
反
す
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な

（
一
二
二
）
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ら
、
切
迫
し
た
暴
力
を
誘
発
す
る
だ
ろ
う
言
明
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
と
比
べ
て
、
対
テ
ロ
と
の
関
係
で
見
れ
ば
、
言
論
の
抑
圧
は
主
要
な
市
民
的
自
由
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
言

論
の
自
由
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
懸
念
が
存
在
す
る
。A

l-T
im
im
i

（
以
下
、
ア
ル
テ
ィ
ミ
ミ
）
事
件
は
政
府
が
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
関
係

す
る
言
論
を
統
制
で
き
る
権
限
の
範
囲
に
つ
い
て
難
し
い
問
題
を
生
じ
さ
（
３５
）

せ
た
。
ア
ル
テ
ィ
ミ
ミ
氏
は
ワ
シ
ン
ト
ンD

C

で
生
ま
れ
た

ア
メ
リ
カ
市
民
だ
が
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
で
幼
年
期
を
過
ご
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
彼
に
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
た
と
き
、
彼
は
大
学
院
生

だ
っ
た
。
十
数
名
の
一
群
が
森
で
模
擬
訓
練
（
サ
バ
イ
バ
ル
ゲ
ー
ム
）
を
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
系
軍
事
力
に
よ
る
有
力
な
幇
助
の
準
備
を

し
て
い
た
。
彼
ら
の
二
人
は
パ
キ
ス
タ
ン
基
地
で
訓
練
を
受
け
て
い
た
。
ア
ル
テ
ィ
ミ
ミ
氏
自
身
は
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
参
加
し
て
い

な
か
っ
た
が
、
模
擬
訓
練
を
承
認
し
て
い
た
と
彼
は
参
加
者
に
話
し
て
い
た
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
小
さ
な
集
団
の
討
論
に
お
い
て
、

彼
は
主
催
者
に
電
話
の
電
源
を
切
り
、
窓
の
ブ
ラ
イ
ン
ド
を
閉
じ
る
よ
う
に
話
し
た
。
そ
れ
か
ら
彼
は
、
集
団
の
構
成
員
に
、
ア
メ
リ

カ
を
出
て
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
戦
闘
活
動
を
含
め
て
イ
ス
ラ
ム
の
敵
に
対
す
る
軍
事
的
闘
争
に
参
加
す

べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
。
何
人
か
が
パ
キ
ス
タ
ン
に
向
け
て
訓
練
の
た
め
に
出
発
す
る
準
備
を
す
る
と
き
も
、
彼
は
注
意
深
く
振
る
舞

い
、
そ
し
て
別
々
に
旅
行
す
る
よ
う
に
警
告
し
、
警
察
に
立
ち
止
ま
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
際
の
応
答
の
方
法
を
教
え
た
。
他
の
人
々
は

別
の
違
反
で
有
罪
判
決
を
受
け
、
ア
ル
テ
ィ
ミ
ミ
氏
は
、
違
法
行
為
の
助
言
を
理
由
に
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
第
一
審
に
お
い
て
、
彼

は
自
分
の
言
論
は
ブ
ラ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
に
従
い
、
制
裁
を
受
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
（
３６
）

し
た
。

切
迫
し
た
行
為
の
可
能
性
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
こ
の
主
張
を
支
持
す
る
批
評
も
（
３７
）

あ
る
。
ブ
ラ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
の
限
定

的
な
解
釈
に
従
え
ば
、
彼
の
有
罪
に
つ
い
て
疑
念
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
の
言
論
は
過
去
の
事
例
に
お
い
て
連
邦
最
高
裁
の

保
護
し
よ
う
と
し
て
き
た
類
の
言
論
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
。
彼
の
言
論
は
公
の
集
会
で
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
彼
の
知
る
小

さ
な
集
団
は
動
機
づ
け
ら
れ
、
違
法
行
為
の
た
め
の
訓
練
を
受
け
て
い
た
。
彼
は
こ
の
行
為
の
違
法
な
過
程
を
追
求
す
る
よ
う
に
奨
励
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し
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
が
活
動
を
始
め
る
際
に
、
探
知
を
回
避
す
る
方
法
に
つ
い
て
特
定
の
助
言
を
集
団
の
構
成
員
に
与
え
て

い
た
。

政
府
に
は
、
進
行
中
の
刑
事
的
謀
議
を
行
う
構
成
員
を
奨
励
し
た
り
、
幇
助
し
た
り
す
る
よ
う
意
図
さ
れ
た
言
論
を
抑
制
し
、
そ
の

よ
う
な
言
論
が
極
端
な
立
場
も
含
め
て
宗
教
的
、
政
治
的
思
想
と
自
由
に
交
換
す
る
こ
と
を
抑
圧
す
る
強
い
利
益
が
認
め
ら
（
３８
）

れ
る
。
上

記
の
事
実
に
照
ら
せ
ば
、
ア
ル
テ
ィ
ミ
ミ
氏
の
事
例
は
自
由
な
言
論
の
原
理
に
一
致
す
る
。

�．

外
国
テ
ロ
リ
ス
ト
組
織
の
支
持

制
裁
の
根
拠
は
、
個
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
破
壊
的
言
論
や
暴
力
的
行
為
で
は
な
く
、
反
政
府
活
動
や
暴
力
に
関
与
す
る
組
織
と
の
連
携

に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
種
の
人
的
結
合
に
対
す
る
制
裁
は
憲
法
上
の
懸
念
を
生
み
（
３９
）

だ
す
。
ア
メ
リ
カ
の
対
テ
ロ
立
法
は
、
テ
ロ

リ
ス
ト
集
団
に
対
す
る
「
物
質
的
扶
助
」
を
刑
事
的
犯
罪
と
規
定
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
（
４０
）

あ
る
。
こ
の
立
法
は
、
人
的
集
合
体
の
自

由
を
侵
害
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
扶
助
が
言
論
の
形
態
を
と
る
場
合
、
言
論
の
自
由
の
侵
害
か

Ａ．

「
物
質
的
扶
助
」
法

関
連
す
る
法
律
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
が
幾
つ
か
必
要
と
な
る
。
一
九
九
三
年
の
ワ
ー
ル
ド
ト
レ
ー
ド
セ
ン
タ
ー
爆
破
未
遂
事
件
以

降
、
連
邦
議
会
は
、
九
・
一
一
以
来
、
テ
ロ
組
織
を
標
的
に
し
た
法
律
を
強
化
し
て
制
定
（
４１
）

し
た
。
本
法
は
、
組
織
を
テ
ロ
リ
ス
ト
と
し

て
指
定
し
、
該
当
す
る
組
織
に
対
す
る
物
質
的
扶
助
を
犯
罪
と
す
る
詳
細
な
手
続
き
を
創
設
（
４２
）

し
た
。
も
し
組
織
が
ア
メ
リ
カ
国
家
の
安

全
を
脅
か
す
テ
ロ
活
動
に
従
事
し
て
い
る
場
合
、
国
務
長
官
は
、「
外
国
テ
ロ
組
織
」
と
し
て
組
織
を
分
類
で
き
る
。
こ
の
決
定
は
認

（
一
二
四
）
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定
さ
れ
た
記
録
に
基
づ
く
が
、
認
定
さ
れ
た
記
録
は
機
密
扱
い
と
さ
（
４３
）

れ
る
。

も
し
組
織
の
指
定
が
、
恣
意
的
で
一
方
的
で
あ
る
場
合
、
裁
判
所
の
審
理
を
受
け
る
こ
と
が
で
（
４４
）

き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
的
に
、

裁
判
所
は
、
組
織
指
定
に
つ
い
て
の
政
府
の
決
定
を
尊
重
し
て
（
４５
）

き
た
。
下
級
裁
は
、
外
交
政
策
に
つ
い
て
の
判
断
と
過
度
に
絡
み
合
う

と
考
え
る
た
め
、
当
該
組
織
が
ア
メ
リ
カ
国
家
の
安
全
を
脅
か
す
か
ど
う
か
の
判
断
を
拒
絶
し
て
（
４６
）

き
た
。
組
織
だ
け
が
、
テ
ロ
リ
ス
ト

組
織
の
指
定
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
。
組
織
を
物
質
的
に
支
援
す
る
と
い
う
容
疑
を
か
け
ら
れ
た
個
人
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
組
織
と
し
て

の
組
織
指
定
を
争
う
こ
と
が
で
き
（
４７
）

な
い
。

本
法
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
組
織
を
支
援
す
る
物
質
的
扶
助
を
広
範
に
定
義
し
て
い
る
。
医
療
的
あ
る
い
は
宗
教
的
物
資
を
除
い
て
、
テ

ロ
リ
ス
ト
の
活
動
や
財
政
的
支
援
の
具
体
的
な
幇
助
に
加
え
、「
い
か
な
る
財
産
、
有
形
的
、
無
形
的
あ
る
い
は
サ
ー
ビ
ス
」
が
含
ま

（
４８
）

れ
る
。
本
法
に
明
白
に
含
ま
れ
る
「
訓
練
」
は
、
一
般
的
知
識
に
対
置
さ
れ
、
特
定
の
技
術
を
伝
え
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
指
導
や
教
育

と
し
て
定
義
さ
（
４９
）

れ
る
。「
専
門
的
助
言
や
幇
助
」
も
違
法
で
あ
る
。
科
学
的
、
技
術
的
、
他
の
専
門
的
知
識
に
由
来
す
る
助
言
や
幇
助

と
し
て
定
義
さ
（
５０
）

れ
る
。
こ
の
広
範
な
禁
止
は
、
組
織
を
幇
助
す
る
言
論
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
言
論
の
自
由
と
人
的
結
合
の
自
由
両

方
と
関
係
す
る
。

Ｂ．

人
的
結
合
に
つ
い
て
の
憲
法
上
の
保
護

「
物
質
的
扶
助
」
法
に
関
係
す
る
憲
法
上
の
問
題
を
理
解
す
る
た
め
に
、
人
的
結
合
体
の
自
由
に
関
係
す
る
先
例
を
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
冷
戦
中
の
共
産
主
義
の
革
命
擁
護
に
制
裁
を
科
す
こ
と
に
加
え
て
、
政
府
を
暴
力
に
よ
っ
て
打
倒
す
る
こ
と
を
唱
導
す

る
集
団
の
構
成
員
を
知
っ
て
い
る
こ
と
も
重
罪
と
す
る
と
ス
ミ
ス
法
は
規
定
し
た
。Scales

v.U
nited

（
５１
）

States

（
以
下
、
ス
ケ
ー
ル

ズ
）
で
は
、
ハ
―
ラ
ン
の
法
廷
意
見
は
、
構
成
員
に
関
す
る
条
文
を
狭
く
解
釈
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
共
産
党
の
党
員
が
制
裁
を
受
け
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る
場
合
は
、
当
該
構
成
員
が
党
で
活
動
し
て
お
り
、
党
の
違
法
目
的
や
、
こ
れ
ら
の
目
的
を
促
進
す
る
明
白
な
意
図
を
有
し
て
い
た
場

合
に
限
ら
れ
る
。
共
産
党
は
、
ス
ミ
ス
法
で
名
指
し
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
政
府
は
、
当
該
党
が
違
法
の
唱
導
に
貢
献
し
て
い
た
こ
と

を
新
た
に
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。N

oto
v.
U
nited

（
５２
）

States

（
上
記
、
ノ
ト
）
で
は
、「
力
や
暴
力
の
道
徳
的
な
妥
当
性

や
必
要
性
を
教
示
す
る
こ
と
を
含
め
た
共
産
党
理
論
の
理
論
的
な
教
示
だ
け
で
は
、
暴
力
行
為
を
決
意
し
て
実
行
す
る
組
織
の
準
備
と

同
視
す
る
こ
と
は
（
５３
）

で
き
」
な
い
。

N
A
A
C
P
v.
C
laiborne

（
５４
）

H
ardw

are

（
上
記
、N

A
A
C
P

）
で
は
、
人
的
結
合
体
の
自
由
に
向
け
て
同
じ
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ

れ
た
。N

A
A
C
P

は
公
民
権
運
動
を
支
持
す
る
組
織
で
、
南
部
の
町
で
、
白
人
商
業
者
に
対
し
て
、
少
数
者
の
人
権
を
保
障
さ
せ
る
圧

力
を
掛
け
る
た
め
不
買
運
動
を
組
織
し
た
。
商
業
者
は
、
州
の
独
禁
法
に
基
づ
い
て
、
不
買
運
動
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
賠
償
を
求
め

る
訴
え
を
提
起
し
た
。
幾
つ
か
の
違
法
行
為
が
不
買
運
動
の
一
つ
と
し
て
実
行
さ
れ
た
と
い
う
。
連
邦
最
高
裁
は
、
次
の
理
由
か
ら

N
A
A
C
P

は
組
織
と
し
て
の
責
任
を
負
わ
な
い
と
判
断
し
た
。「
違
法
行
為
を
―
実
際
に
あ
る
い
は
明
ら
か
に
―
授
権
し
、
承
認
し
た

と
い
う
事
実
認
定
抜
き
にN

A
C
C
P

に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
、
第
一
修
正
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
政
治
的
人
的
結
合
体
の
権
利
に
負

担
を
（
５５
）

与
え
」
る
こ
と
で
あ
り
、
許
容
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
の
事
件
を
前
提
に
し
て
、
組
織
の
テ
ロ
リ
ス
ト
の
活
動
を
促
進
す
る
よ
う
な
明
白
な
意
図
が
存
在
し
な
い
場
合
、
テ
ロ
リ
ス

ト
組
織
と
の
関
係
を
罪
に
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
っ
と
も
な
主
張
が
存
在
す
る
。
多
く
の
テ
ロ
リ
ス
ト
組
織
は
、
暴
力
あ

る
い
は
非
暴
力
的
活
動
の
両
方
に
従
事
し
て
い
る
の
で
、
非
暴
力
的
活
動
を
標
的
に
し
た
扶
助
は
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
と
い
う
主
張
も

あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
一
二
六
）
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Ｃ．

ホ
ル
ダ
ー
判
決

「
物
質
的
扶
助
」
法
の
憲
法
適
合
性
がH

older
v.
H
um
anitarian

L
aw

（
５６
）

P
roject

と
し
て
連
邦
最
高
裁
で
争
わ
れ
た
。
ロ
バ
ー
ツ

主
席
裁
判
官
が
多
数
意
見
を
執
筆
し
、
最
も
リ
ベ
ラ
ル
な
立
場
に
あ
る
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
と
保
守
派
の
裁
判
官
が
加
わ
っ
た
。
ブ
レ
イ

ヤ
ー
に
リ
ベ
ラ
ル
派
の
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
、
ソ
ト
マ
イ
ヤ
ー
が
加
わ
っ
た
。

原
告
は
、
九
八
年
の
「
物
質
的
扶
助
」
法
を
争
う
訴
訟
を
ま
ず
提
起
し
た
。
原
告
（
二
名
の
私
人
と
六
つ
の
非
営
利
組
織
）
は
、「
ク

ル
デ
ィ
ス
タ
ン
労
働
者
党
と
、
タ
ミ
ル
・
イ
ー
ラ
ム
の
解
放
運
動
の
虎
の
人
道
的
、
政
治
的
活
動
を
金
銭
的
形
態
に
よ
る
寄
付
、
有
形

的
訓
練
と
、
政
治
的
擁
護
の
提
供
を
（
５７
）

希
望
」
し
た
が
、「
訴
追
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
れ
か
ら
実
行
で
き
な
い
」
と
主
張
し

た
。
紛
争
を
平
和
的
に
解
決
し
、
組
織
の
構
成
員
を
支
持
す
る
よ
う
に
政
治
的
に
擁
護
し
、
災
害
時
の
支
援
、
地
方
政
府
と
の
平
和
的

協
定
を
交
渉
す
る
た
め
に
人
道
法
や
国
際
法
を
利
用
す
る
方
法
を
原
告
ら
は
教
示
し
た
か
っ
た
と
（
５８
）

い
う
。

基
本
的
争
点
は
、
本
法
の
合
憲
性
判
定
基
準
で
あ
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
厳
格
審
査
が
ふ
さ
わ
し
い
と
述
べ
た
。
ロ
バ
ー
ツ
主
席

裁
判
官
は
、「
本
法
は
言
論
と
い
う
よ
り
も
主
と
し
て
行
為
を
規
制
し
て
」
お
り
、「
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
達
を
適
用
範
囲
と
す
る
本
法
が

行
為
に
適
用
さ
（
５９
）

れ
る
」
場
合
、
厳
格
審
査
が
妥
当
す
る
と
結
論
付
け
た
。

全
当
事
者
が
、
テ
ロ
と
の
闘
い
が
政
府
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
で
あ
る
点
で
一
致
（
６０
）

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
告
は
、
組
織
の
合

法
的
な
活
動
の
支
援
の
た
め
の
幇
助
は
、
テ
ロ
活
動
を
促
進
し
な
い
と
主
張
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
禁
止
す
る
こ
と

は
、
政
府
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
を
達
成
す
る
の
に
必
要
と
は
言
え
な
い
。
連
邦
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、
経
験
的
問
題
は
連
邦
議
会
に

よ
っ
て
既
に
熟
慮
さ
れ
、
解
決
さ
れ
て
お
り
、
連
邦
議
会
は
扶
助
を
広
範
に
定
義
し
て
、
当
初
認
め
て
い
た
人
道
的
支
援
を
文
言
か
ら

削
除
（
６１
）

し
た
。
ロ
バ
ー
ツ
の
意
見
は
、
連
邦
議
会
の
事
実
認
定
の
合
理
性
を
記
述
す
る
の
に
か
な
り
の
分
量
を
さ
い
た
。
連
邦
議
会
は
、

こ
れ
ら
の
特
定
の
組
織
の
合
法
的
な
活
動
の
危
険
性
を
前
提
に
し
て
、
合
法
的
な
活
動
と
テ
ロ
リ
ス
ト
の
活
動
と
の
間
の
「
組
織
的
な
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『
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ウ
ォ
ー
ル
』
が
欠
如
し
て
お
り
、
テ
ロ
リ
ス
ト
組
織
の
い
か
な
る
扶
助
も
許
し
て
し
ま
え
ば
、
同
盟
国
と
の
関
係
を
損

な
う
」、
と
判
断
（
６２
）

し
た
。

ロ
バ
ー
ツ
主
席
裁
判
官
の
決
定
は
、
執
行
府
の
決
定
を
尊
重
す
る
こ
と
に
ひ
と
つ
の
章
（
セ
ク
シ
ョ
ン
Ｖ

パ
ー
ト
Ｃ
）
を
割
き
、

「
外
国
テ
ロ
リ
ス
ト
組
織
へ
の
あ
ら
ゆ
る
貢
献
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
促
進
（
６３
）

す
る
」
と
い
う
国
務
省
の
宣
誓
供
述
書
の
表
現
も
含
め
て
い

た
。
第
一
修
正
に
関
す
る
執
行
府
の
解
釈
を
尊
重
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
情
報
獲
得
や
特
定
の
行
為
の
影
響
を
評
価
す
る
の
が
困

難
な
（
６４
）

分
野
」
で
は
、
扶
助
の
流
用
可
能
性
に
つ
い
て
執
行
府
の
経
験
的
問
題
を
尊
重
し
た
と
連
邦
最
高
裁
は
注
意
深
く
説
明
し
た
。
国

家
安
全
の
分
野
に
お
い
て
政
府
は
「
経
験
的
結
論
を
重
視
す
る
前
に
、
パ
ズ
ル
の
す
べ
て
の
ピ
ー
ス
を
決
定
的
に
結
び
つ
け
る
よ
う
に

求
め
ら
れ
て
い
（
６５
）

な
い
」
と
判
断
し
た
。

最
後
に
、
本
法
は
、
明
示
的
に
列
挙
さ
れ
た
テ
ロ
リ
ス
ト
組
織
に
だ
け
適
用
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
十
分
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
判
断

し
た
。
連
邦
議
会
は
下
級
裁
の
判
決
を
反
映
し
て
、
本
法
の
重
要
な
擁
護
の
定
義
を
狭
く
設
定
し
て
お
り
、
物
質
的
扶
助
の
禁
止
に
一

定
の
例
外
（
医
療
的
・
宗
教
的
物
資
）
を
創
設
し
た
。
組
織
構
成
員
に
提
供
さ
れ
る
指
導
と
対
置
さ
れ
る
、
公
衆
に
対
す
る
独
立
し
た

唱
導
は
制
限
さ
れ
て
い
な
い
と
（
６６
）

い
う
。

フ
リ
ー
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、「
外
国
テ
ロ
リ
ス
ト
組
織
と
の
単
な
る
（
６７
）

結
合
」
に
本
法
は
制
裁
を
科
し
て
い
な
い
と
主
張
し
た

が
、
連
邦
最
高
裁
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
本
法
が
自
由
な
人
的
結
合
に
課
し
て
い
る
負
担
は
、「
原
告
の
言
論
の
自
由
に
関
す
る
主

張
を
否
定
し
た
の
と
同
じ
理
（
６８
）

由
で
」
正
当
化
し
う
る
。

ブ
レ
イ
ヤ
ー
は
反
対
意
見
に
お
い
て
、
政
府
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
に
疑
い
を
示
し
た
。
第
一
に
、
ブ
レ
イ
ヤ
ー
は
、
テ
ロ
組
織

に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
扶
助
が
流
用
可
能
で
あ
る
と
い
う
政
府
の
主
張
の
事
実
的
な
正
確
性
に
疑
い
を
示
し
た
。
ブ
レ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、

「
平
和
的
手
段
を
通
じ
て
政
治
的
変
革
を
求
め
る
唱
導
を
実
行
す
る
際
、
明
白
な
方
法
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
不
吉
な
結
果
に
な

（
一
二
八
）
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り
（
６９
）

う
る
」
場
合
も
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
政
府
の
宣
誓
供
述
書
は
、
最
も
広
く
読
め
ば
、
テ
ロ
リ
ス
ト
の
平
和
的
な
活
動
と
暴
力
的
な

活
動
は
完
全
に
分
離
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
「
一
般
的
に
高
く
支
持
し
て
」
い
る
に
過
ぎ
（
７０
）

な
い
。

ブ
レ
イ
ヤ
ー
は
、「
平
和
的
支
援
が
テ
ロ
リ
ス
ト
の
正
当
性
を
支
え
て
お
り
、
第
一
修
正
に
関
す
る
重
要
な
判
例
法
理
と
致
命
的
に

矛
盾
（
７１
）

す
る
」
と
い
う
政
府
の
主
張
を
否
定
し
た
。
ブ
レ
イ
ヤ
ー
は
、
言
論
と
人
的
結
合
は
、
暴
力
的
組
織
に
普
通
、
資
す
る
も
の
だ
か

ら
、「
い
っ
た
ん
こ
の
主
張
を
受
け
入
れ
て
し
ま
う
と
、
自
然
な
停
留
所
（natural

stopping
place

）
を
（
７２
）

失
う
」
と
述
べ
た
。

政
府
を
強
く
尊
重
す
る
こ
と
と
、
組
織
の
平
和
的
活
動
と
テ
ロ
リ
ス
ト
活
動
を
同
一
視
す
る
こ
と
と
い
う
、
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る

と
混
乱
す
る
結
果
を
招
く
二
つ
の
原
理
を
法
廷
意
見
は
適
用
し
て
い
る
。
ブ
レ
イ
ヤ
ー
の
懸
念
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
原
理
が
十
分
に

設
定
さ
れ
て
い
な
い
危
険
性
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
原
理
は
広
範
に
適
用
さ
れ
る
と
、
人
的
結
合
の
自
由
を
深
刻
に
侵
害
す

る
か
も
し
れ
な
い
。

ロ
バ
ー
ツ
裁
判
官
は
法
廷
意
見
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
懸
念
に
応
答
し
た
。
彼
は
、「
言
論
や
唱
導
に
対
す
る
物

質
的
扶
助
の
将
来
の
い
か
な
る
適
用
が
合
憲
あ
る
い
は
違
憲
と
な
る
か
も
し
れ
（
７３
）

な
い
」
と
示
し
た
。
ま
た
、「
た
と
え
万
が
一
当
該
言

論
が
外
国
の
テ
ロ
リ
ス
ト
組
織
に
便
宜
を
図
る
こ
と
を
政
府
が
立
証
で
き
る
場
合
で
も
、
独
立
し
た
言
論
に
つ
い
て
の
規
制
が
、
憲
法

適
合
審
査
性
を
通
過
す
る
と
は
決
し
て
示
唆
し
て
い
（
７４
）

な
い
」
と
い
う
。
彼
は
次
の
よ
う
に
も
付
け
加
え
る
。「
連
邦
議
会
が
本
件
で
問

題
と
な
る
物
質
的
扶
助
に
係
る
禁
止
を
国
内
の
組
織
に
拡
大
で
（
７５
）

き
る
」
と
い
う
点
を
我
々
は
示
し
て
い
な
い
。
代
わ
り
に
、
彼
は
「
外

国
テ
ロ
リ
ス
ト
組
織
に
提
供
し
よ
う
と
原
告
の
望
む
支
援
の
特
定
の
形
態
を
禁
止
す
る
点
」
に
お
い
て
、
本
法
は
「
言
論
の
自
由
を
侵

害
し
て
い
（
７６
）

な
い
」
と
「
述
べ
る
に
過
ぎ
」
な
い
。

範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
、
法
廷
意
見
の
努
力
は
安
堵
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
将
来
の
裁
判
所
の
判
決
が
こ
れ
ら
の
限
界
を
遵
守

す
る
か
、
あ
る
い
は
、
敬
譲
を
さ
ら
に
利
用
し
て
、
組
織
の
平
穏
な
活
動
と
暴
力
的
活
動
と
を
同
等
に
扱
う
か
ど
う
か
、
は
明
ら
か
で
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は
な
い
。

�．

信
教
の
自
由

今
日
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
人
は
、
概
し
て
、
極
端
な
イ
ス
ラ
ム
系
テ
ロ
リ
ス
ト
を
イ
ス
ラ
ム
に
対
す
る
一
般
的
な
憎
悪
に
解
釈
す
る
こ

と
を
控
え
て
き
た
。
し
か
し
、
反
イ
ス
ラ
ム
の
兆
候
が
み
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。Im

am
F
iesel

A
bdul

は
、
異
な
る
宗
教
間
の
相

互
理
解
を
擁
護
し
、
ツ
イ
ン
タ
ワ
ー
の
近
く
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
シ
テ
ィ
にC

ordba
house

（
以
下
、
コ
ル
ド
バ
ハ
ウ
ス
）
と
呼
ば
れ

る
建
築
物
を
建
設
し
よ
う
と
考
え
た
。
九
・
一
一
で
破
壊
さ
れ
た
場
所
の
近
く
に
モ
ス
ク
を
建
設
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
主

張
に
基
づ
き
、
憎
悪
の
波
が
押
し
寄
せ
た
。

極
端
な
意
見
は
、
ア
メ
リ
カ
下
院
議
員
で
共
和
党
の
広
報
担
当
で
あ
っ
た
官N

ew
t
G
ingrich

（
以
下
、
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
）
で
、「
サ

ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
教
会
や
ユ
ダ
ヤ
教
会
堂
が
な
い
限
り
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゼ
ロ
の
近
く
に
モ
ス
ク
は
必
要
（
７７
）

な
い
」
と
述
べ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
政
府
が
他
の
宗
教
組
織
の
活
動
と
は
異
な
る
ル
ー
ル
を
イ
ス
ラ
ム
組
織
の
活
動
に
適
用
し
た
り
、
宗
教
に
言
及
せ
ず
に
規
制
を

用
意
し
て
、
そ
の
イ
ス
ラ
ム
同
盟
を
理
由
に
し
て
コ
ル
ド
バ
ハ
ウ
ス
の
建
設
を
妨
害
し
た
り
す
る
の
が
憲
法
違
反
で
あ
る
の
は
明
ら
か

だ
ろ
う
。
イ
ス
ラ
ム
主
義
を
理
由
に
し
て
、
コ
ル
ド
バ
ハ
ウ
ス
を
差
別
す
る
こ
と
は
信
教
の
自
由
に
違
反
す
る
だ
ろ
う
。

第
一
修
正
の
信
教
の
自
由
は
、「
宗
教
の
自
由
な
行
使
」
を
保
障
し
て
い
る
。
特
定
の
宗
教
を
制
約
す
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
法
律
を

排
除
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
九
九
三
年
に
、
連
邦
最
高
裁
は
こ
の
点
を
強
調
し
た
。

一
九
九
三
年
に
、C

hurch
of
the
L
ukum

i
B
abalu

A
ye
Inc.v.

（
７８
）

H
ialeah

（
以
下
、
ル
ク
ミ
）
で
、
町
の
条
例
は
、
食
料
の
目

的
以
外
に
動
物
を
殺
す
こ
と
を
禁
止
し
た
。
条
例
は
動
物
を
犠
牲
に
す
る
儀
式
を
行
う
宗
教
組
織
を
目
標
に
し
て
い
た
。
動
物
た
ち
は

（
一
三
〇
）
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動
脈
を
切
ら
れ
、
調
理
さ
れ
、
食
さ
れ
、
多
く
の
宗
教
儀
式
が
そ
の
後
に
続
い
た
。
土
地
を
賃
借
し
て
、
崇
拝
の
た
め
の
家
屋
を
建
設

す
る
計
画
を
宗
教
団
体
が
公
表
し
た
と
こ
ろ
、
市
議
会
は
、
こ
れ
を
妨
害
す
る
緊
急
決
議
を
採
択
し
た
。
市
は
、
そ
の
組
織
の
慣
習
を

禁
止
す
る
意
図
を
正
式
に
宣
言
し
た
。
市
は
条
例
も
制
定
し
て
、「
犠
牲
」
と
は
、「
儀
式
に
お
い
て
食
料
と
し
て
消
費
す
る
こ
と
を
主

と
す
る
目
的
以
外
に
動
物
を
不
必
要
に
殺
す
」
行
為
で
あ
る
と
定
義
し
、「
い
か
な
る
儀
式
の
形
態
」
で
、
動
物
を
殺
し
、
食
料
の
た

め
に
儀
式
を
利
用
す
る
意
図
が
あ
る
場
合
、
動
物
を
「
所
持
し
、
犠
牲
に
し
、
屠
殺
」
す
る
行
為
を
禁
止
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
条

例
は
、
許
可
を
得
て
い
る
食
料
店
舗
や
屠
殺
場
は
除
外
し
た
。

連
邦
最
高
裁
は
、
本
条
例
は
「
中
立
的
で
、
一
般
的
に
適
用
可
能
」
で
な
く
、
む
し
ろ
一
つ
の
宗
教
を
抑
圧
す
る
目
的
と
影
響
が
あ

る
と
判
断
し
た
。
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
に
資
す
る
よ
う
に
狭
く
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
厳
格
審
査
が
適
用
さ
（
７９
）

れ
た
。

条
例
は
厳
格
審
査
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
条
例
は
公
衆
の
健
康
を
守
り
、
動
物
に
対
す
る
残
虐
性
を
防
止
す
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
と

主
張
さ
れ
る
が
、
他
の
類
似
の
場
合
を
無
視
す
る
一
方
で
、
限
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
事
情
だ
け
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
ス
カ
リ
ア
は
、

レ
ー
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
判
官
と
個
別
に
同
意
意
見
を
執
筆
し
て
、
法
廷
意
見
に
同
調
し
な
が
ら
、
市
議
会
の
主
観
的
動
機
に
係
る
審
査

に
つ
い
て
反
対
し
た
。

ル
ク
ミ
と
コ
ル
ド
バ
ハ
ウ
ス
と
異
な
る
点
は
些
細
な
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
問
題
で
あ
り
、
特
定
の
場
所

に
関
す
る
反
対
意
見
は
、
宗
教
全
体
に
対
す
る
反
対
で
あ
る
と
は
言
い
き
れ
な
い
。
し
か
し
、
特
定
の
場
所
に
つ
い
て
の
懸
念
が
ギ
ン

グ
リ
ッ
チ
氏
の
よ
う
な
個
人
の
反
感
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
ル
ク
ミ
で
の
反
対
意
見
は
特
定
の
宗
教

的
慣
習
と
結
び
つ
き
、
コ
ル
ド
バ
ハ
ウ
ス
の
事
例
で
は
宗
教
全
体
が
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
事
例
を
考
量
し

て
、
法
的
な
違
い
を
判
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
イ
ス
ラ
ム
と
の
連
携
を
理
由
に
コ
ル
ド
バ
ハ
ウ
ス
の
建
設
を
禁
止

す
る
こ
と
は
第
一
修
正
の
信
教
の
自
由
に
違
反
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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結
論

危
機
の
時
代
は
、
自
由
な
社
会
を
リ
ス
ク
に
さ
ら
す
。
九
・
一
一
の
出
来
事
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
組
織
に
対
し
て
強
力
な
措
置
が
必
要

で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
た
。
同
時
に
、
抑
圧
が
広
範
に
な
り
す
ぎ
る
リ
ス
ク
も
存
在
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
違
法
行
為
の
唱
導
者
―

テ
ロ
リ
ズ
ム
の
擁
護
者
―
を
政
府
は
収
監
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
言
論
の
制
約
さ
れ
る
場
合
は
、

違
法
行
為
と
言
論
と
が
明
ら
か
に
、
そ
し
て
切
迫
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
宗
教
の
極
端
な
立
場
を
と
る
構
成
員
が

テ
ロ
リ
ス
ト
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
ひ
と
つ
の
宗
教
を
政
府
は
差
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
裁
判
所
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
統
制
す
る
必
要
性
と
言
論
、
結
社
、
信
教
の
自
由
と
を
合
理
的
に
バ
ラ
ン
ス
に

か
け
て
き
た
。
大
部
分
の
ア
メ
リ
カ
人
は
、
イ
ス
ラ
ム
系
テ
ロ
リ
ス
ト
の
存
在
が
あ
っ
て
も
イ
ス
ラ
ム
と
い
う
宗
教
が
自
分
た
ち
の
敵

で
な
い
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
理
解
し
て
い
る
。
長
期
的
に
見
て
、
見
解
や
宗
教
の
多
様
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
恐
怖
を
招
く
場
合
で

あ
っ
て
も
寛
容
で
あ
る
こ
と
が
、
我
々
の
社
会
を
強
固
な
も
の
に
す
る
の
だ
。

（
１
）

Sho
Sato

P
rofessor

of
L
aw
and
C
hair

of
the
E
nergy

and
R
esources

G
roup

at
the
U
niversity

of
C
alifornia,B

erkeley.

グ
ル
ー
プ
は
組
織
、
集
団
、
あ
る
い
は
人
的
集
合
体
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
互
換
的
に
表
現
す
る
。

（
２
）

See
D
aniel

A
.
F
arber,

Justice
Stevens,

H
abeas

Jurisdiction,
and

the
W
ar
on
T
error,

43
U
.C
.
D
avis

L
.
R
ev.
945

（2010

）.F
or
a
sam
ple
of
discussions

of
civil

liberties
and

counter-terrorism
m
easures,

see
R
ichard

A
.
P
osner,

N
ot
a

Suicide
P
act:T

he
C
onstitution

in
a
T
im
e
of
N
ational

E
m
ergency

（2006

）;D
avid

C
ole
and
Jack

X
.D
em
psey,T

errorism

and
the
C
onstitution:Sacrificing

C
ivil
L
iberties

in
the
N
am
e
of
N
ational

Security

（2006

）;M
artha

C
renshaw

,T
he
C
on-

（
一
三
二
）
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sequences
of
C
ounterterrorism

（2010

）;A
ndrew

P
eterson,

A
ddressing

T
om
orrow

’s
T
errorists,

2
J.
N
ational

Security

L
aw
&
P
olicy

297

（2008

）.

（
３
）

F
or
a
historical

overview
of
the
developm

ent
of
freedom

of
speech

during
crisis

periods,
see
G
eoffrey

R
.
Stone,

P
erilous

T
im
es:
F
ree
Speech

in
W
artim

e:
F
rom

the
Sedition

A
ct
of
1798

to
the
W
ar
on
T
errorism

（2004

）.F
or

broader
discussion

of
the
evolution

of
civil

liberties
in
U
.S.
history,

see
D
aniel

F
arber

（editor

）,Security
v.
L
iberty:

C
onflicts

B
etw
een
C
ivil
L
iberties

and
N
ational

Security
in
A
m
erican

H
istory

（2008

）.

（
４
）

Shaffer
v.
U
nited

States,
255
F
ed.
886,

887

（9th
C
ir.
1919

）.T
he
statute

is
discussed

in
Z
achariah

C
haffee,

F
ree

Speech
in
the
U
nited

States
36

―108

（1941

）.

（
５
）

Id.at
887.

（
６
）

249
U
.S.47

（1919

）.

（
７
）

Id.at
51.

（
８
）

Id.at
52.

（
９
）

Id.

（
１０
）

250
U
.S.616

（1919

）.

（
１１
）

Id.at
621.

（
１２
）

Id.at
628.

（
１３
）

Id.at
630.

（
１４
）

Id.A
m
ore
detailed

discussion
of
the
case

can
be
found

in
R
ichard

P
olenberg,F

ighting
F
aiths:T

he
A
bram

s
C
ase,

the
Suprem

e
C
ourt,

and
F
ree
Speech

（1987

）.T
he
early

evolution
of
F
irst
A
m
endm

ent
thought

is
traced

in
D
avid

R
abban, T

he
E
m
ergence

of
F
irst
A
m
endm

ent
T
heory

,50
U
.C
hi.L
.R
ev.1205

（1983

）.
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（
１５
）

274
U
.S.
357

（1927

）.F
or
discussion

of
W
hitney,

see
V
incent

B
lasi,

T
he
F
irst
A
m
endm

ent
and

the
Ideal

of
C
ivic

C
ourage:T

he
B
randeis

O
pinion

in
W
hitney

v.C
alifornia ,29

W
m
.&
M
ary
L
.R
ev.653

（1988

）.
（
１６
）

G
itlow

v.P
eople

of
N
ew
Y
ork,268

U
.S.652

（1925

）.
（
１７
）

Id.
at
669.

T
he
statute

is
discussed

in
H
ans
L
inde, “

C
lear

and
P
resent

D
anger ”

R
eexam

ined:
D
issonance

in
the

B
randenburg

C
oncerto ,22

Stan.L
.R
ev.1163,1176

（1970

）.

（
１８
）

337
U
.S.1

（1949

）.

（
１９
）

Id.at
5.

（
２０
）

Id.at
4.

（
２１
）

Id.

（
２２
）

F
or
an
analysis

of
governm

ent
repression

during
this

period,
see
E
llen

Schrecker, “
M
ere
Shadow

s ”
:
T
he
E
arly

C
old
W
ar ,in

F
arber,supra

note
3,at

67.

（
２３
）

341
U
.S.494

（1951

）.F
or
background

on
D
ennis

,see
W
illiam

M
.W
iecek,T

he
L
egal

F
oundations

of
D
om
estic

A
nti-

com
m
unism

:T
he
B
ackground

of
D
ennis

v.U
nited

States ,2001
Sup.C

t.R
ev.375

（2002

）;M
artin

Shapiro,F
reedom

of

Speech:
T
he
Suprem

e
C
ourt

and
Judicial

R
eview

63

―64

（1966

）.F
or
a
defense

of
the
court’s

approach,
see
R
ichard

P
osner, F

ree
Speech

in
an
E
conom

ic
P
erspective,20

Suffolk
U
.L
.R
ev.1

（1986

）.

（
２４
）

395
U
.S.444

（1969

）.F
or
discussion

of
B
randenburg,see

S.E
lizabeth

W
illborn

M
alloy

and
R
onald

J.
K
rotoszynski,

Jr.,
R
ecalibrating

the
C
ost
of
H
arm

A
dvocacy:

G
etting

B
eyond

B
randenburg,

41
W
m
.
&
M
ary
L
.
R
ev.
1159

（2000

）;

H
ans
L
inde, “

C
lear

and
P
resent

D
anger ”

R
eexam

ined:
D
issonance

in
the
B
randenburg

C
oncerto ,

22
Stan.

L
.
R
ev.

1163

（1970

）;L
ynn

A
delm

an
and

Jon
D
eitrich,

E
xtrem

ist
Speech

and
the
Internet:

T
he
C
ontinuing

Im
portance

of

B
randenburg ,4

H
arv.L

.&
P
ol’y
R
ev.361

（2010

）.

（
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（
２５
）

Id.at
447.

（
２６
）

414
U
.S.105

（1973

）.

（
２７
）

Id.at
107.

（
２８
）

Id.at
108.

（
２９
）

458
U
.S.886

（1982

）.

（
３０
）

Id.at
902.

（
３１
）

367
U
.S.290

（1961
）.

（
３２
）

Id.at
297

―298.

（
３３
）

T
errorism

A
ct,2006,c.11,§

1
（E
ng

）

（
３４
）

See
S.C
hehani

E
karatne,R

edundant
R
estriction:T

he
U
.K
.’s
O
ffense

of
G
lorifying

T
errorism

,23
H
arv.H

um
.R
ts.J.

205,218

（2010

）.

（
３５
）

B
ecause

there
w
ere
no
published

judicial
opinions

in
the
case,except

w
here

otherw
ise
noted,

the
facts

are
taken

from
T
hom
as
H
ealy, B

randenburg
in
a
T
im
e
of
T
error,84

N
otre

D
am
e
L
.R
ev.655,674

―678

（2009

）.A
l-T
im
im
i’s
con-

viction
w
as
rem
anded

for
further

proceedings
to
determ

ine
w
hether

the
gov
ernm

ent
had
m
ade
im
proper

use
of
elec-

tronic
eavesdropping.See

U
nited

States
v.A
l-T
im
im
i,2096

U
.S.A

pp.L
E
X
IS
32554

（2006

）.

（
３６
）

H
ealy,supra

note
35,at

678

―680;E
lisa
K
antor,N

ew
threats,O

ld
P
roblem

s:A
dhering

to
B
randenburg’s

Im
m
inence

R
equirem

ent
in
T
errorism

P
rosecutions ,76

G
eo.W

ash.L
.R
ev.752

（2008

）.

（
３７
）

H
ealy,supra

note
35;K

antor,supra
note

36.

（
３８
）

See
C
hris

D
em
aske,M

odern
P
ow
er
and
F
ree
Speech:C

ontem
porary

C
ulture

and
Issue

of
E
quality

176

―180

（2008

）

（arguing
that

B
randenburg

test
should

take
context

into
account

rather
than

having
a
rigid

definition
of
im
m
i-
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nence

）.T
he
federal

sedition
statute

w
as
upheld

against
F
irst
A
m
endm

ent
challenge

in
U
nited

States
v.R
ahm
an,189

F
.3d
88

（2d
C
ir.
1999

）,on
the
theory

that
the
statute “

prohibits‘
speech’

only
w
hen

it
constitutes

an
agreem

ent
to

use
force

against
the
U
nited

States. ”
Id.at

114.
（
３９
）

T
he
Suprem

e
C
ourt

has
consistently

recognized
freedom

of
association

as
a
constitutional

right.
See

N
A
A
C
P
v.

A
labam

a
ex
rel.P

atterson,357
U
.S.449

（1958

）;N
A
A
C
P
v.B
utton,371

U
.S.415

（1963

）.

（
４０
）

F
or
analysis

of
the
statute,see

A
ndrew

P
eterson,A

ddressing
T
om
orrow

’s
T
errorists,2

J.N
at’l
Sec.L

.&
P
ol’y
297

（2008

）.

（
４１
）

Julie
B
.Shapiro,T

he
P
oliticization

of
the
D
esignation

of
F
oreign

T
errorist

O
rganizations:T

he
E
ffect

of
the
Sepa-

ration
of
P
ow
ers ,6

C
ardozo

P
ublic

L
.,P
ol’y
&
E
thics

J.547

（2008

）.

（
４２
）

Id.at
548.

（
４３
）

Id.at
550.

（
４４
）

Id.
at
551.

Individuals
m
ay
not
challenge

the
designation

of
the
organization

in
crim

inal
proceedings.

See
U
nited

States
v.C
handha,514

F
.3d
365,371
（4

th
C
ir.2008

）.

（
４５
）

Shapiro,supra
note

41,at
561.

（
４６
）

See,e.g.,P
eople’s

M
ojahedin

O
rg.of

Iron
v.D
ep’t

of
State,182

F
.3d
17

（D
.C
.C
ir.1999

）,cert.denied,529
U
.S.1104

（2000

）.

（
４７
）

Id.at
569

―572.

（
４８
）

18
U
.S.C
.§
2339A

（b

）（1

）.

（
４９
）

18
U
.S.C
.§
2339A

（b

）（2

）.

（
５０
）

18
U
.S.C
.2339A

（b

）（3

）.

（
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（
５１
）

367
U
.S.203

（1961

）.

（
５２
）

367
U
.S.290

（1961

）.

（
５３
）

Id.at
297

―98

（
５４
）

458
U
.S.886

（1982

）.

（
５５
）

Id.at
931.

（
５６
）

130
S.C
t.2705

（2010

）.

（
５７
）

Id
at
2714.

（
５８
）

Id
at
2716.

（
５９
）

Id.at
2724.

（
６０
）

Id
at
2724.

（
６１
）

Id
at
2725.

（
６２
）

Id
at
2725

―27.

（
６３
）

Id.at
2727.

（
６４
）

Id.

（
６５
）

Id.at
2728.

（
６６
）

Id.

（
６７
）

Id.at
2730.

（
６８
）

Id.at
2731.

（
６９
）

Id.at
2735.

（
７０
）

Id.
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（
７１
）

Id.at
2736

―37.

（
７２
）

Id.at
2736.

（
７３
）

Id.at
2730.

（
７４
）

Id.

（
７５
）

Id.

（
７６
）

Id.

（
７７
）

B
uild

that
M
osque:T

he
C
am
paign

A
gainst

the
P
roposed

C
ordoba

C
entre

in
N
ew
Y
ork
is
U
njust

and
D
angerous,

T
he
E
conom

ist
（A

ug.5,2010

）,available
at
http:／／w

w
w
.econom

ist.com
／node／16743239／print

（
７８
）

508
U
.S.520

（1993
）.

（
７９
）

Id.at
531

―532.

（
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